
手話動画制作業務委託仕様書

１．件名

手話動画制作業務委託

２．概要

手話の普及啓発・理解促進を目的とする。手話動画の撮影を実施し、広報のみ（今月

の手話）掲載用の静止画提供、市ホームページ及び市公式 YouTube公開用の動画編集
を行う。年間１２本分

３．業務場所

能美市役所

４．業務内容

手話動画の撮影・編集等を行い、市へ静止画及び動画を提供する。

総尺：３分程度

撮影：カメラ２台

編集：ナレーション、テロップなど

５．成果物の納品について

・広報のみ掲載用の静止画は、市の指定する画像データを広報発行月の前月１０日ま

でに提供すること。ただし、３月は翌月分含め２回提供すること。

・動画データは、広報の発行月の前月２０日までに提供すること。ただし、３月は

翌月分含め２回提供すること。

６．その他

・応札は総額とする。

・市ロゴ、市公式キャラクターを使用し、能美市らしさのある動画とすること。

・静止画や動画の提供にあたり、確認等必要なことは随時福祉課担当者と連絡を取り

合うこと。

・作成されたコンテンツ等の著作権は、本市に帰属するものとする。

・本市は、受託者が作成したコンテンツを本市の事業の範囲内で二次使用できること

とする。

・その他、仕様書に記載されていない事項については、双方が誠意をもって協議し対

処すること。

７．履行期間

自 令和７年５月１日

至 令和８年３月３１日

以上


